
 

 

4-02 社会教育の充実 

 

 

後期５年間の方向性  

●「子どもたちの芸術鑑賞事業」や「子どもたちの伝統文化体験事業」など、子どもたちに芸術文

化に触れる機会の提供を継続するとともに、郷土留萌に関する歴史を多くの市民に知ってもらう

ため、「留萌百年物語」などにより作成した５冊の冊子の有効活用に努めます。 

●「子どもたちの伝統文化体験事業」を通して、将来の担い手の確保につなげていくほか、社会教

育団体へのアンケートの実施を通して、各団体の実態や要望について把握し、新たな担い手の確

保などの課題解決につながるよう努めます。 

●継続的な音楽合宿の受け入れのための支援などに努めていきます。 

●重要有形民俗文化財「留萌の鰊漁撈（旧佐賀家漁場）用具」、国指定史跡「旧留萌佐賀家漁場」

の保存・保護に努めるとともに、ふるさと館収蔵庫等に保管されている歴史的資料についても、

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報発信を展開することで、施設の来場者、視察団体の増加

につなげるほか、市民の郷土学習の場や学習資源としての活用に努めます。 

 

数 値 目 標 ※現状：Ｒ2

指 標 項 目 現状 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

市民一人当たりの文化センター年間

延利用回数 
(回) 0.36 1.04 1.06 1.07 1.09 1.10

音楽合宿による延宿泊数 (延泊) 28

（1団体）

1,000 以上

（10団体）

1,000 以上

（10団体）

1,000 以上 

（10 団体）

1,000 以上 

（10 団体）

1,000 以上

（10団体）

旧佐賀家漁場の視察団体数 (団体) 3 6 7 8 9 10

旧佐賀家漁場の来場者数 (人) 239 250 262 275 288 302

郷土学習講座「るもい文化遺産再発見

事業」の参加者 
(人) 15 30 45 60 80 80
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4-03 教育環境の充実 

 

 

 

視 点 

●児童生徒が安全で安心して学校生活を送ることができること 

●生涯にわたり学習・文化・スポーツ活動に取り組むことができる、安全・安心で

質の高い教育環境を整備すること 

●児童生徒が登下校時に交通事故や犯罪に巻き込まれることがないよう、地域ぐる

みで通学路の安全確保に努めること 

●子どもたちにとって望ましい教育環境を維持・向上させること 

 

 

4-03-01 安全・安心な教育環境の確保

 

令和８年度の目指す姿  

●児童生徒が安全で安心して学校生活を送ることができるよう、全ての学校施設の耐震化が図ら

れ、また、学校施設や教職員住宅の老朽化対策が計画的に進められています。 

●学校給食を安定的に供給するための環境整備が計画的に進められています。 

●全ての利用者が安心して活動できる社会教育施設となるよう、適切に維持・管理されています。

 

前 期 ５ 年 間 の 検 証 

●市内小中学校の耐震化率は 100％を達成し、子どもたちの学校生活における安全・安心な環境を

整備しましたが、市内の学校施設自体は老朽化が進んでおり、設備等の質的改善も課題となって

いることから、国の補助制度の活用を見据え、学校施設の計画的な改修に取り組むことが必要で

す。 

●教職員住宅は令和元年度に１棟の改築を実施しましたが、老朽化が著しく現在の住環境に合って

いないものが多いことから、入居不可能な住宅は安全管理の観点から解体を進める一方、継続し

て活用する住宅は計画的に改修するとともに、今後も教員住宅の必要数について検討が必要で

す。 

●安全で安心な学校給食を安定的に供給するため、「留萌市学校給食センター調理衛生環境改善及

び調理機器更新計画」に基づき、計画的に調理機器の更新等を実施しており、引き続き安全な給

食を提供するため、老朽化が進んでいる学校給食センターの個別計画の策定や施設の改修、維持

管理に努めることが重要です。 

●社会教育施設(中央公民館、文化センター、スポーツセンター、勤労者体育センター、弓道場、

温水プールぷるも、神居岩スキー場、図書館)の多くは築 40 年以上経過した施設であるため、老

朽化による影響は大きく、今後も補修箇所は増えていくことが予想されることから「留萌市社会

教育施設維持管理計画」に基づき、計画的な修繕等を行うことで施設の長寿命化を図ってきまし

たが、今後も既存施設を活用していくためには、耐震化の必要性やバリアフリーへの対応などの

課題が生じていることから、令和２年 10 月より留萌市公共施設整備検討会議において、市庁舎

や社会教育施設等の公共施設の検証と建替えを視野に入れた検討が始まっています。 
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4-03 教育環境の充実 

 

 

現 状 と 課 題  

●学校施設は、子どもたちが一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、非常災害時には地域住

民の避難場所としての役割も果たすことから、安全性の確保が最優先です。 

●学校施設や教職員住宅の老朽化等の課題に対し、中長期的な整備計画を策定し適正に維持・管理

していくことが求められています。 

●学校給食センターの施設の老朽化が進んでおり、適切な修繕等が必要です。 

●社会教育施設については、築 40 年以上経過した施設が多く、老朽化が進んでいることにより今

後も補修箇所は増えていくと予想されることから、既存施設を活用していくためには、耐震性や

バリアフリーへの対応などが課題となっています。 

 

後期５年間の方向性  

●地震等の自然災害から児童生徒の安全・安心を確保するとともに、地域の避難所としての機能を

担っていることから、学校施設の耐震化及び老朽化対策を計画的に進めていきます。 

●教職員住宅の老朽化対策を計画的に進めていきます。 

●安全・安心な食材で作る学校給食を安定的に供給するための環境整備を計画的に進めていきま

す。 

●学校給食センターの個別計画を策定し、計画的な施設の修繕等を進めていきます。 

●社会教育施設の維持・管理計画を策定し、適切に施設の維持・管理を進めるとともに、留萌市公

共施設整備検討会議において、市庁舎や社会教育施設等の公共施設の検証と建替えを視野に入れ

た検討が始まっていることから、検討結果や財政状況も踏まえて、新たな公共施設整備の検討を

進めていきます。 

 

数 値 目 標 ※現状：Ｒ2

指 標 項 目 現状 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

小・中学校施設の耐震化率 (％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

小中学校の老朽化対策の実施 (校) 1 1 1 1 1 0

学校給食地産地消率 (金額割合) (％) 41.68 41.70 41.70 41.70 41.70 41.70
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4-03 教育環境の充実 

 

 

4-03-02 児童生徒の安全対策の充実

 

令和８年度の目指す姿  

●地域ぐるみで子どもたちを見守ることにより、児童生徒が安心して登下校をしています。 

 

前 期 ５ 年 間 の 検 証 

●礼受・幌糠地区は統合先の小学校まで、三泊・元町地区は統合先の中学校までスクールバスを運

行し、通学時の安全を確保するとともに、幌糠地区の中学生には遠距離通学補助金を、また、冬

期間は４キロメートルを超える生徒については通学の際のバス代の 1/2 補助を行っており、登下

校の安全対策の観点からスクールバスの運行を継続し、遠距離通学となる児童生徒の安全確保及

び学校近郊に居住している生徒との格差是正を図ることが重要です。 

●既存の交通安全分野と併せ、防犯の視点による「留萌市通学路安全協議会」の開催や「通学路合

同点検」の実施、スクールガードリーダーを配置し交通指導員とも連携して定期的に危険箇所の

確認や登下校中の指導を行っており、また、不審者についても警察と連携して速やかな対応を行

うことで、子どもたちの通学路の安全確保に努め、必要な対策について関係機関で協議するとと

もに、情報を共有しながら地域全体での対応策の協議が重要です。 

 

現 状 と 課 題  

●全国的に児童生徒が登下校時に交通事故や犯罪に巻き込まれる痛ましい事件が後を絶たない中

で、通学路の安全・安心の確保が求められています。 

 

後期５年間の方向性  

●ＰＴＡや地域住民の協力を得ながら、地域ぐるみで通学路の安全確保に努めていきます。 

●学校、道路管理者、警察等の関係機関による通学路の交通危険箇所の合同点検の実施や点検に基

づく改善に向けた取り組みを進めていきます。 

 

数 値 目 標 ※現状：Ｒ2

指 標 項 目 現状 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

児童生徒の登下校時の交通事故発生件

数 

(件) 0 0 0 0 0 0

通学路の危険箇所の把握及び合同点検

の実施回数 

(回) 1 2 2 2 2 2

 

 

4-03-03 教育環境の維持向上

 

令和８年度の目指す姿  

●児童生徒数が減少していく中にあっても、子どもたちにとって望ましい教育環境の維持・向上が

図られています。 
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4-03 教育環境の充実 

 

 

前 期 ５ 年 間 の 検 証 

●経済的な理由によって就学が困難と認められる家庭を支援するための就学援助制度について、適

切な実施と対象者の実態に応じた支給方法の見直しに努めるとともに、特別支援学級に在籍する

児童生徒に対する特別支援教育就学奨励費制度について、適切な実施による経済的な負担軽減と

特別支援教育の普及推進を図っており、子どもが安心して学校生活が送れるように引き続き支援

を行うことが重要です。 

●就学や学びの場の変更に際しては、子どもや保護者の心情に寄り添い、教育的ニーズと必要な支

援を協議し合意形成を図っていくとともに、一人ひとりの障がいや特性に応じたきめ細やかな教

育支援を行い、小学校就学前から中学校卒業後にわたり、切れ目のない支援を受けることができ

るよう、特別支援教育コーディネーター連絡会議を中心に、関係機関と連携した取り組みをより

一層進めることが重要です。 

●子どもたちの学びたい気持ちを応援するため、経済的理由で進学をあきらめることなく進路を選

択できるよう奨学金制度を運用しています。 

●地元高校の教育環境の向上を図るため、ＩＣＴ（情報通信技術）による教育環境の支援を実施し

ています。 

 

現 状 と 課 題  

●児童生徒が減少していく中で、学校規模によるメリット・デメリットを十分に検証した学校配置

の適正化が求められています。 

●経済的な問題や障がいなどを理由に、教育の機会が損なわれないような配慮が求められていま

す。 

●大学などの高等教育機関がない留萌市では、中学生の一部が札幌や旭川への進学を選択し、また、

高校卒業後の若者の転出が避けられない状況であり、定数的な社会減の要因となっていることか

ら、市内唯一の高校の学習や部活動等を始めとした教育環境の質の向上と魅力づくりによる効果

的な施策展開が求められています。 

 

後期５年間の方向性  

●学校規模によるメリット・デメリット等を検証しながら、バランスの取れた学習環境の確保を基

本とした学校配置の適正化の検討を進めていきます。 

●全ての児童生徒が安心して必要な力を身に付けていけるよう、経済的支援や障がいの特性に応じ

た学習環境の提供に努めていきます。 

●地元高校の教育環境の向上を図るため、ＩＣＴ（情報通信技術）、最先端テクノロジーを活用し

た教材等による教育環境整備を支援し、知的好奇心を高め進学率の向上や進路支援、オンライン

での学習プログラムの提供などにより、間口減への阻止や魅力向上に向けた取り組みを進めま

す。 

●地域や学校でのスポーツや文化活動の振興を図るため、プロチームや大学、民間企業と連携し、

優秀な指導者の確保を図るとともに、練習環境の整備、合宿誘致等に対し支援します。 

 

数 値 目 標 ※現状：Ｒ2

指 標 項 目 現状 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 

越境学生等の受入支援数 (人) 0 5 10 15 20 25

地元高校生徒数 (人) 500 500 500 500 500 500
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